
議事次第

平成29年度(第1回) 大分県道路メンテナンス会議

◇日時： 平成２９年７月１８日(火)１３時３０分
◇場所： 大分河川国道事務所・別館２階・会議室

議 事 次 第

１．開 会 ＜事務局＞

２．挨 拶 ＜大分県道路メンテナンス会議 会長＞

３．議 事

（１）平成２８年度の点検結果 ＜事務局＞

（２）平成２９年度の点検計画 ＜事務局＞

（３）道路メンテナンス研修・広報 ＜事務局＞

（４）各種点検要領について ＜整備局＞

（５）修繕費用の将来推計について ＜整備局＞

４．意見交換

５．閉 会 ＜事務局＞
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所 属 役 職

委員出席 代理出席 随行者等
専門部会（○重複）

（△同部署・□他部署）

氏 名 出席 役 職 氏 名 役 職 氏 名
跨道橋
連絡会議

道路鉄道
連絡会議

会 長 国土交通省 九州地方整備局
大分河川国道
事務所長

今田 一典 ● 技鬱副所長 田口 敬二 ○ ○

副会長 国土交通省 九州地方整備局
佐伯河川国道
事務所長

白田 雅彦 ● ○ ○

副会長
西日本高速道路株式会社
九州支社

大分高速道路
事務所長

北畑 雅義 ● 副所長 衛藤 繁美 ○ ○

副会長 大分県 土木建築部 道路保全課長 和田 敏哉 ● 主幹 原田 泰幸 ○ ○

委 員 大分市 土木建築部長 木村 忠孝 ●
参事補
専門員

穂積 孝一
大石 雄一

△ ○

委 員 別府市 建設部長 狩野 俊之 ●
建設部
道路整備課 主査

山下 恭助 △ ○

委 員 中津市 建設部長 直田 孝 ● □ ○

委 員 日田市 土木建築部長 山口 光治 ● 主査 岡部誠二郎 △ ○

委 員 佐伯市 建設部長 杉下 利長 ●
建設課道路維持係
総括主幹

長澤 祐二 △ ○

委 員 臼杵市 建設課長 高野 裕之 ● 主査 永松 克己 ○ ○

委 員 津久見市 都市建設課長 関 憲二 ● ○ ○

委 員 竹田市 建設課長 志賀 清隆 ● ○ ○

委 員 豊後高田市 建設課長 永松 史年 ●

委 員 杵築市 建設課長 羽田野陽一 ● 建設課 主査 中島 直紀 ○ ○

委 員 宇佐市 建設水道部長 原田 雅且 ● 建設水道部土木課長 熊埜御堂峰一 △ ○

委 員 豊後大野市 建設課長 廣末 崇信 ● □ ○

委 員 由布市 建設課長 大嶋 幹宏 ● 課長補佐 三ヶ尻郁夫 ○ ○

委 員 国東市 建設課長 栗林 慎 ●

委 員 姫島村 建設課長 中城 正光 ●

委 員 日出町 都市建設課長 松本 義明 × 参事兼課長補佐 宇都宮 正徳 ○ ○

委 員 九重町 建設課長 原田 勝美 ● 建設課 リーダー 五十川 宏 ○ ○

委 員 玖珠町 建設水道課長 梅木 良政 ● □ ○

（整備局）
委 員

国土交通省 九州地方整備局
道路部

道路保全企画官 谷川 征嗣 ×
道路管理課
道路保全企画係長

渡邉 竜一 ○ ○

国土交通省 九州地方整備局
道路部

地域道路調整官 田浦 峰星 ×
道路計画第二課
課長補佐

佐伯 康夫 ○ ○

オブザーバー

大分県 建設技術センター 技術部長 佐藤 祐二 ● 次長兼建設技術課長 木元 秀満

九州旅客鉄道（株）
大分支社 大分鉄道事業部

工務課長 大倉 一範 ● 助役（土木担当） 梅田 祐樹 ○

（参考）

事務局

国土交通省 九州地方整備局
大分河川国道事務所 総括保全対策官

南部 祥隆 ●
道路管理第二課長
保全対策官

大野 悟
坪内 健

○ ○

国土交通省 九州地方整備局
佐伯河川国道事務所 技術副所長

日名子信広 ●
道路管理課長
保全対策官

河野 浩憲
總崎 裕二

○ ○

西日本高速道路株式会社 九州支社
大分高速道路事務所 統括課長

稗田 政和 ●
管理第一課長
保全第一課長

緒方 義治
上高原正弘

○ ○

大分県 土木建築部
道路保全課 参事（総括）

五ノ谷精一 ●
主査
主任

蒲原 淳史
山本 俊介

○ ○
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○

【随行】 【随行】

○ 九重町 ● ● 玖珠町 ○ 玖珠町

　建設課長 　建設水道課長

○ 姫島村 ● ● 日出町 ○

　建設課長 都市建設課長

由布市 ○ 由布市 ● ● 国東市 ○

　建設課長 　建設課長

宇佐市 ● 宇佐市 ● ● 豊後大野市 ● 豊後大野市

　土木課長 　建設水道部長 　建設課長 　財政課長

佐伯市 ○ 豊後高田市 ● ● 杵築市 ○ 杵築市

　建設課長 　建設課長

佐伯市 ● 津久見市 ● ● 竹田市 ○

　用地管理課長 　都市建設課長 　建設課長

日田市 ○ 佐伯市 ● ● 臼杵市 ○ 臼杵市

　建設部長 　建設課長

中津市 ● 日田市 ● ● ＪＲ九州　大分支社 ○

　耕地課長 　土木建築部長 　鉄道事業部　工務助役

別府市 ○ 中津市 ● ● ＪＲ九州　大分支社 ○

　建設部長 　鉄道事業部　工務課長

別府市 ● 別府市 ● ● 大分県建設技術ｾﾝﾀｰ ○ 建設技術ｾﾝﾀｰ

　都市整備課長 　建設部長 　技術部長 　技術部次長

大分市 ○ 大分市 ● ● 大分県道路保全課 ○ 大分県

大分市 ○ 　土木建築部長 　参事（総括）

大分市 ○ 大分高速道路事務所 ● ● 大分河川国道事務所 ○ 佐伯河川国道

　総括課長 　総括保全対策官 　副所長

（司会・事務局長）

● ● ● ● ● ●

会場係

▲

▲

▲

▲

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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【機密性２】大分県道路メンテナンス会議 規約
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（名 称）

第１条 本会は、「大分県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」と

いう。）と称する。

（目 的）

第２条 会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、大分

県内の各道路管理者等が相互に連絡調整を行うことにより、適切な

道路構造物の保全を行い、円滑な道路管理の促進を図ることを目的

とする。

（所掌事項）

第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について所掌する。

（１）道路インフラの維持管理等に係る管理者意識の浸透・情報共有に関

すること。

（２）道路インフラの点検・診断及び措置等の集約・調整・支援に関する

こと。

（３）道路インフラの維持管理技術に関すること。

（４）その他、道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項。

（組 織）

第４条 会議は、別表―１に定める大分県内の各道路管理者で構成するもの

とする。

２．会議には、会長及び副会長を置くものとし、会長は、国土交通省九州

地方整備局大分河川国道事務所長、副会長は、国土交通省九州地方整

備局佐伯河川国道事務所長、大分県土木建築部道路保全課長及び西日

本高速道路会社九州支社大分高速道路事務所長とする。

３．会議は会長の招集により開催するものとし、会議進行は会長が務める。

４．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。

５．会議には、必要に応じ会長が指名するものを出席させることができる。

６．本会議の下部組織として「作業部会」を設置するものとし、各道路管

理者の実務担当者を充てるものとする。

（専門部会）

第５条 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため「専門部会」

を設置することができるものとする。

２．「専門部会」として、『大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関す

る連絡協議会』を置く。

３．「専門部会」として、『大分県跨道橋連絡会議』を置く。

４．「専門部会」として、『大分県道路鉄道連絡会議』を置く。

（事務局）

第６条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。

２．事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所道路管理第

二課、国土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事務所道路管理課、大

分県土木建築部道路保全課及び西日本高速道路株式会社九州支社大分

高速道路事務所が担うものとする。

（規約の改正）

第７条 本規約の改正等は、本会議の承認を得て行うことができる。

（その他）

第８条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める

ものとする。

（附 則）

本規約は、平成２６年 ５月２６日から施行する。

本規約は、平成２６年１０月３０日から施行する。

本規約は、平成２７年 １月１５日から施行する。

本規約は、平成２８年 ２月 ８日から施行する。

本規約は、平成２９年 ３月 ７日から施行する。
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平成29年4月1日

所 属 役 職 備 考

会 長 国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所長

副会長 国土交通省 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長

副会長 西日本高速道路（株） 九州支社 大分高速道路事務所長

副会長 大分県 土木建築部 道路保全課長

委 員 大分市 土木建築部長

委 員 別府市 建設部長

委 員 中津市 建設部長

委 員 日田市 土木建築部長

委 員 佐伯市 建設部長

委 員 臼杵市 建設課長

委 員 津久見市 都市建設課長

委 員 竹田市 建設課長

委 員 豊後高田市 建設課長

委 員 杵築市 建設課長

委 員 宇佐市 建設水道部長

委 員 豊後大野市 建設課長

委 員 由布市 建設課長

委 員 国東市 建設課長

委 員 姫島村 建設課長

委 員 日出町 都市建設課長

委 員 九重町 建設課長

委 員 玖珠町 建設水道課長

（整備局）
委 員

国土交通省 九州地方整備局 道路部 道路保全企画官

国土交通省 九州地方整備局 道路部 地域道路調整官

オブザーバー

（公財）大分県 建設技術センター 技術部長

九州旅客鉄道（株） 大分支社 大分鉄道事業部 工務課長

（参考）

事務局

国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 総括保全対策官

国土交通省 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 技術副所長

西日本高速道路（株） 九州支社 大分高速道路事務所 総括課長

大分県 土木建築部 道路保全課 参事（総括）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成２８年度の点検結果

資料(1)
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大分県の点検実施状況（全体）

○平成２６年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目
視による点検計画を策定。平成２８年度末の点検実施率は、橋梁約５３％、トンネル約４０％、道路附属物等
約６２％。

＜５年間の点検計画と平成26～28年度の実施状況＞

＜橋梁点検状況（管理者別）＞

＜橋梁の点検方針＞

コンクリート片の落下等による第三者被害の予
防並びに路線の重要性の観点から、以下につい
ては、最優先で点検を推進。

・緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋
・跨線橋
・緊急輸送道路を構成する橋梁

道路施設 管理施設数
点検計画数
(H26～H28)

点検実施数
(H26～H28)

点検実施率
(H26～H28)

橋梁 11,063 5,842 5,886 53%

トンネル 574 228 228 40%

道路附属物等 320 198 197 62%

管理者 管理施設数
点検計画数
(H26～H28)

点検実施数
(H26～H28)

点検実施率
(H26～H28)

国土交通省 507 308 304 60%

高速道路会社 267 158 158 59%

地方公共団体 10,289 5,376 5,424 53%

合計 11,063 5,842 5,886 53%

精査中

※ H29.3月末時点
点検実施率は、端数により左図と合わない場合がある

※ H29.3月末時点 7



大分県の点検実施状況（橋梁）

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率（平成２８年度まで）は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約６１％、
跨線橋約５９％、緊急輸送道路を構成する橋梁約６３％である。
○跨線橋の点検には、鉄道事業者との協議や調整に時間を要するなどの課題が存在するが、ほぼ全ての
鉄道事業者と今後の点検計画を確認しており、平成３０年度までにすべての点検が完了する見込み。

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成26～28年度の実施状況＞

精査中

※ H29.3月末時点
点検実施率は、端数により左図と合わない場合がある
跨線橋は、歩道橋（跨線橋）を含む

管理施設数
点検計画数
(H26～H28)

点検実施数
(H26～H28)

点検実施率
(H26～H28)

橋梁 11,063 5,842 5,886 53%

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 208 124 127 61%

跨線橋 133 77 78 59%

緊急輸送道路を
構成する橋梁 1,865 1,187 1,183 63%

12%

14%

20%

25%

17%

18%

21%

18%

24%

29%

16%

21%

27%

21%

28%

23%

20%

18%

15%

13%

橋梁

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

12% 17%

14% 17%

21% 21%

24% 18%

24%

30%

17%

21%
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大分県の平成２８年度点検結果（橋梁）

＜平成28年度管理者別点検結果（橋梁）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 507 103 76 26 1 0

高速道路会社 267 55 4 41 10 0

都道府県 2,437 487 39 386 62 0

政令市 - - - - - -

道路公社 - - - - - -

市区町村 7,852 2,053 357 1,421 275 0

合計 11,063 2,698 476 1,874 348 0

○ 大分県の橋梁の点検結果
判定区分Ⅳ 0橋
判定区分Ⅲ 348橋（12.9%）
判定区分Ⅱ 1,874橋（69.5%）

精査中

※ H29.3月末時点

判定区分（橋梁）

区 分 状 態

Ⅰ 健 全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置
を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ
き状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、
緊急に措置を講ずべき状態。

9



大分県の平成２８年度点検結果（トンネル）

＜平成28年度管理者別点検結果（トンネル）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 34 3 0 3 0 0

高速道路会社 48 8 0 5 3 0

都道府県 252 47 0 33 14 0

政令市 - - - - - -

道路公社 - - - - - -

市区町村 240 27 0 6 21 0

合計 574 85 0 47 38 0

○ 大分県のトンネルの点検結果
判定区分Ⅳ 0本
判定区分Ⅲ 38本（44.7%）
判定区分Ⅱ 47本（55.3%）

精査中

※ H29.3月末時点

判定区分（トンネル）

区 分 状 態

Ⅰ 健 全 利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必要としない状態。

Ⅱ

Ⅱb 予防保全段階
将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、監視を必要とす
る状態。

Ⅱa 予防保全段階
将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、重点的な監視を
行い、予防保全の観点から計画的に対策を必要とする状態。

Ⅲ 早期措置段階
早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、早期に対策を講じる
必要がある状態。

Ⅳ 緊急措置段階
利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、緊急に対策を講じる必要が
ある状態。

10



大分県の平成２８年度点検結果（道路附属物等）

＜平成28年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 103 9 1 8 0 0

高速道路会社 86 13 4 9 0 0

都道府県 104 52 12 34 6 0

政令市 - - - - - -

道路公社 - - - - - -

市区町村 27 7 2 4 1 0

合計 320 81 19 55 7 0

○ 大分県の道路附属物等の点検結果
判定区分Ⅳ 0箇所
判定区分Ⅲ 7箇所（8.6%）
判定区分Ⅱ 55箇所（67.9%）

精査中

※ H29.3月末時点

判定区分（道路附属物等）

区 分 状 態

Ⅰ 健 全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置
を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ
き状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、
緊急に措置を講ずべき状態。

11



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成２９年度の点検計画

資料(2)
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大分県の平成２９年度点検計画

道路施設 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数 H28点検実施数 H29点検計画数

橋梁 11,063 1,344 1,844 2,698 2,971

トンネル 574 66 77 85 134

道路附属物等 320 90 26 81 70

＜各構造物の平成29年度の点検予定＞
全道路管理者の合計

※H29点検計画数は、今後見直しすることがある

精査中
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大分県の平成２９年度点検計画（最優先で点検すべき橋梁）

道路施設 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数 H28点検実施数 H29点検計画数

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

208 28 36 63 42

跨線橋 133 27 28 23 37

緊急輸送道路を
構成する橋梁

1,865 456 339 388 422

＜最優先で点検すべき橋梁の平成29年度の点検予定＞
全道路管理者の合計

※H29点検計画数は、今後見直しすることがある
跨線橋は、歩道橋（跨線橋）を含む

精査中
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

平成２９年度の取組予定（研修・広報等）

資料(3)
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【機密性２】Ｈ２９年度研修等の実施予定（整備局・大分県メンテ会議）

②大分県道路メンテナンス研修
◇専門技術研修（橋梁点検等）※大分県建設技術センタ-
・対象： 自治体職員・建設業界等（４回予定）

◇耐震補強研修（自治体職員）※NEXCO大分高速道路事務所
◇橋梁点検現地（自治体職員）※直轄事務所
◇目的： 管理者又は発注者として必要な知識の習得を

目的として、橋梁、トンネルに係る点検要領
の理解に係わる講義や現地点検の実施等

③パネル展示 “大分県の道路（仮称）”
◇場所： 道の駅「ゆふいん」「やよい」「あさじ」等
◇時期： Ｈ２９．１０～１１頃（予定）

①道路構造物管理実務者研修 （九州技術事務所）
◇対象 ： 自治体職員及び直轄職員 募集人員(大分県)

◇時期 ： 橋梁Ⅰ H29.07.31～08.04 ３０名（2名）
橋梁Ⅰ(2) H29.09.25～09.29 ３０名（3名）
橋梁Ⅱ H28.09.26～09.30 ４０名（3名）
トンネル H28.10.11～10.14 １５名（2名）

◇目的 ： 地方公共団体の職員の技術力育成のため、
点検要領に基づく点検に必要な知識・技能
等を取得するための研修。

※募集： 毎年４～５月に募集。研修担当窓口と確認・調整をお願いします。
また、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会議事務局(大分河川国道事務所)にお問合せいただいても結構です。

高所作業車による点検状況

橋梁点検の研修状況

16



【機密性２】

橋梁初級Ⅰ（Ⅰ期）
（募集終了）

橋梁初級Ⅰ（Ⅱ期）
（定員４０名）

橋梁初級Ⅱ
（定員３０名）

トンネル初級
（定員２５名）

７月３１日～８月４日（５日間） ９月２５日～２９日（５日間） ８月２３日～２５日（３日間） １０月１０日～１３日（４日間）

整備局 7 14 6 11 38

福岡県 4 2 2 0 8

佐賀県 8 3 3 0 14

長崎県 2 1 2 0 5

熊本県 0 1 0 0 1

大分県 2 3 3 2 10

宮崎県 6 2 2 2 12

鹿児島県 6 4 1 0 11

その他（公社等） 2 2 1 1 6

合　計 37 32 20 16 105

機関別　合計

道路構造物管理実務者研修（橋梁･トンネル）

・九州地方整備局では、九州地方整備局職員及び地方公共団体等の職員を対象に「道路構造物管理実務者研修」を実施して
います。
・現時点での応募状況は以下のとおりです。

橋梁初級Ⅰ研修
道路橋、土工構造物等の定期点検に関して、最低限必要な知識と技能を習得
することを目標とする。（職員自らに定期点検を行わせる場合の第一ステップ）

橋梁初級Ⅱ研修
道路橋に関する点検の知識、並びに補修・補強の工法選定の判断に必要な基
礎的知識を習得することを目標とする。

トンネル初級研修
トンネルの定期点検に関する最低限必要な知識と技能、及び道路トンネルの
補修･補強の基礎的知識を習得することを目標とする。

橋梁初級Ⅰ研修の状況

≪参考≫ 研修の目的

H29.6.29現在
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

各種点検要領について

資料(4)➀
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管理者別の道路延長と橋梁およびトンネル数各種点検要領 一覧
■ 道路橋定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における橋長2.0m以上の橋、高架の道路等(以下「道
路橋」という)の定期点検に適用する。

■ 道路トンネル定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は，道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路におけるトンネル（以下「道路トンネル」という）の定期
点検に適用する。

■ 横断歩道橋定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における横断歩道橋の定期点検に適用する。

■ シェッド、大型カルバート等定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路におけるロックシェッド、スノーシェッド、大型カルバー
ト等（以下、「シェッド、大型カルバート等」という）の定期点検に適用する。

■ 門型標識等定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における道路の附属物のうち、門型支柱（オーバー
ヘッド式）を有する大型の道路標識及び道路情報提供装置（収集装置含む）（以下、「門型標識等」という。）の定期点検に適用
する。

■ 舗装点検要領 （平成28年10月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における車道上の舗装の点検に適用する。

■ 小規模附属物点検要領 （平成29年3月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第2項に規定する道路の附属物のうち、道路の標識及び照明施設（以下、
「小規模附属物」という。）の点検に適用する。

■ 道路土工構造物点検要領 （策 定 中）

※各点検要領･点検表記録様式は国土交通省ホームページ
（http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html） からダウンロードできます。 19



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

各種点検要領
小規模附属物点検要領の制定について

資料(4)➁
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1．これからの小規模附属物マネジメントの方針

【基本方針】

第三者被害を発生させず、安全で適切な管理を目指す

97

151

120

78

23

12

8

6

2

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人員

不足

予算

1

72

220

350

0
50
100
150
200
250
300
350
400

トンネル

（箇所）

橋梁

（橋）
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（基）

照明

（基）

施
設
数

万

設置年不明, 
74%

設置年

判明,
26%

実施して

いる, 74%

点検を実施

していない, 
24%

その他, 
2%

市町村の標識は９割以上が単柱式

H19国交省調査
※標識と照明は高速自動車国道、有料道路、門型を除く

設置年不明が多い 自治体の予算と人員不足

標識：橋梁の
約3倍

照明：橋梁の約5倍

問題認識あり： 約9割

点検の未実施

H28.3自治体アンケート N=250

膨大な施設量

H28.3自治体アンケート N=250
H28.5自治体施設現況

（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

道路標識

H28.5自治体施設現況
（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

【現状の課題】

大きな問題 やや問題

あまり問題ではない 問題ではない

分からない

門型, 0.04万
基, 0.1%

F型, 1.6万基, 
3%

逆L型, 1.2万
基, 2%

単柱式, 58万基, 
95%
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1．これからの小規模附属物マネジメントの方針

○倒壊した場合の第三者被害の程度に応じた合理的な点検を実施倒壊した場合の第三者被害の程度に応じた合理的な点検を実施

■附属物の点検の考え方

国県
、
政
令
市

市
町
村

国県
、
政
令
市

市
町
村

（門型）

（F型、逆L型）

（単柱式）

本体の落下、
倒壊による
車道閉塞の
可能性大

倒壊による
車道閉塞の
可能性大

[大]

[小]

車道
建築限界
以上

車道
建築限界
以下

第三者被害の程度 施設の種類と施設量概ねの高さ

国県
、
政
令
市

市
町
村

44％
12万基

80％
64万基

95％
58万基

54％
15万基 100％

18万基
100％
57万基

100％
105万基

20％
16万基

5％
3万基

2％
0.5万基

0.5％
0.4万基

・H28.5自治体施設現況
（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

・添架、共架除く

【標 識】

【照 明】

0.1％
0.04万基

（逆L型、直線型）

倒壊による
車道閉塞の
可能性小

トンネル
橋梁等の
附属物※

○更新の検討の目安となる基本使
用年数を設定することで合理的な
管理を目指す

○通学路等については、沿道利用
者と連携した維持管理の仕組みを
構築する等、より効果的な点検を
実施

日常の
巡視対応

詳細点検
【1回/10年】

中間点検
【1回/5年】

新たな点検要領

○平成２６年６月
定期点検要領策定済み

○第三者被害の程度（車道閉塞）
を考慮し、詳細点検、中間点検
の頻度を設定

○照明ランプ清掃や交換、標識板
の交換や更新に合わせて点検を
実施

詳細点検：近接目視
中間点検：外観目視

・必要に応じて、各道路管理者で詳細な点検が可能
・効率化を図るため、スクリーニング調査として
非破壊検査の活用も可能

今回対象

詳細点検
【1回/5年】

※トンネル、橋梁等の附属物は、全て本体点検（５年に１回詳細点検）時に実施
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2．小規模附属物点検要領の構成

小規模附属物点検要領 平成29年3月 国土交通省道路局

【目次】

１．適用範囲

２．点検の目的

３．用語の定義

４．点検の基本的な考え方

５．片持ち式
５－１ 点検等の方法 ５－２ 点検の頻度 ５－３ 点検の体制 ５－４ 対策の要否の判定 ５－５ 記録

６．路側式
６－１ 点検等の方法 ６－２ 対策の検討 ６－３ 記録

別紙１ 評価単位の区分
別紙２ 点検表記録様式
付録１ 一般的構造と主な着目点
付録２ 変状の事例

23



3．点検要領のポイント① 第三者被害を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を目的として規定

○点検要領は、事故に関わる変状を早期に確実に発見し、適切な対策により、劣化状況に応じて
適切な時期に更新することにより、事故や不具合を防止し、安全かつ円滑な交通の確保と利用者の
安全確保を目的として規定

本要領の位置け

本要領は、道路法施行令35条の２第１項第２号の規定に基づいて行う点検について、最

小限の方法、記録項目を具体的に記したものである。

なお、道路の重要度や施設の規模などを踏まえ道路管理者が必要に応じて、より詳細な

点検、記録を行うことを妨げるものではない。

１．適用の範囲

本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第２項に規定する道路の附属物のうち

道路の標識及び照明施設（以下、「小規模附属物」という。）の点検に適用する。

対象外 ：標識や照明施設における電気設備に関する点検、標識や照明施設としての機能についての点検

個別検討：小規模附属物の点検において路線の特徴や自動車交通の影響、設置環境等を考慮する必要がある場合

※橋梁、トンネル、横断歩道橋、ボックスカルバート等に設置されている小規模附属物の点検は、それぞれの定期点検要領に基づいて実施

小規模附属物の支柱や支柱取り付け部等の弱点部の変状が原因となり、道路利用者及び

第三者被害のおそれのある事故を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることを目

的として実施する。

２．点検の目的

道路の標識及び照明施設は、突然の灯具の落下や支柱の倒壊等の事故事例が報告されており、点検においては特にこのような事故に関わ

る変状をできるだけ早期に、かつ、確実に発見し、適切な対策を行うことや、劣化の状態に応じて適切な時期に更新を行うことによって、

事故や不具合を防止し、安全かつ円滑な交通確保と利用者の安全を確保するよう努めるものとする

※道路管理者以外の支柱等に添架されているもの：占用企業者等と協力し、適切な点検を行うのがよい
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3．点検要領のポイント② 小規模附属物に生じる事象に応じた区分

○ 第三者被害の影響（落下、倒壊のおそれ）等の施設特性に応じた点検方法を規定

３．用語の定義

◇小規模附属物

道路の附属物のうち、道路標識（Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型、単柱式、複柱式）及び道路照明

（逆Ｌ型、Ｙ型、直線型）のことをいう。

◇基本使用年数

対象とする附属物が健全な状態を維持されるとあらかじめ期待する期間であり、更新の検

討を行う目安の年数をいう。

区分 事象 代表的な附属物の種類

主に片持ち式の
附属物

（以下「片持ち
式」）

落下、倒壊事象のおそれがある
附属物

標識：Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型及び高所に設置された単
柱式又は複柱式

照明：逆Ｌ型、Ｙ型、直線型

主に路側式の
附属物
（以下「路側式」）

倒壊事象のおそれがある附属
物

標識：単柱式、複柱式（片持ち式に分類したもの
は除く）

逆Ｌ型（照明）

歩道歩道

Ｆ型（標識）

中央分離帯車道歩道

単柱式（標識）

25



3．点検要領のポイント③ 弱点部や想定変状・不具合の事象を特定した効率的な点検の考えを規定

○ 点検の基本的な考え方として、片持ち式と路側式に大別し規定

４．点検の基本的な考え方

（１）片持ち式

・落下や倒壊事象を防止する必要がある

⇒弱点部（支柱、横梁、標識板又は灯具取付部、ブラケット取付部等）を点検

⇒その他必要に応じ第三者被害のおそれのある部材を点検

（２）路側式

・倒壊事象を防止する必要がある

⇒弱点部（支柱等）を点検

支柱基部
支柱基部

支柱基部 支柱基部

これまで発生している標識及び照明施設の不具合事例では、落下や倒壊によるものが報告されており、本要領は、形式や構造特性に応じ

てできるだけ効率的に弱点部を点検するために、附属物の形状に応じて弱点部を特定している。

片持ち式

F型 Y型 26



3．点検要領のポイント③ 弱点部や想定変状・不具合の事象を特定した効率的な点検の考えを規定

○ 不具合が生じた場合に、沿道利用者から情報を得やすい環境を整備した例を記載

４．点検の基本的な考え方

万が一不具合等が生じた場合にも、できるだけ迅速な対応が可能となるよう沿道利用者から情報を得やすい環境を整備するのがよい。例

えば、附属物の支柱に管理者の連絡先を記したシールを貼った事例などもあり、図‐解4‐2に示す。また、通学路等に設置されている単柱

式や複柱式など路側式の附属物は交通状況を勘案したうえで、沿道利用者と連携した維持管理の仕組みを構築するなど、より効果的な方法

を検討するのがよい。

図-解 4-2 利用者から通報を受けやすく工夫している事例

●●●-

･･･
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3．点検要領のポイント④ 【片持ち式】巡視・詳細点検・中間点検による点検を規定

○ 点検等の方法：巡視・詳細点検・中間点検

○ 点検頻度：詳細点検を10年に1回、中間点検を詳細点検後5年を目安として実施することを規定
○ 点検の体制：点検を適正に行うために必要な知識・技能を有する者が実施

○ 対策の要否判定：詳細点検及び中間点検の結果に応じて実施

○ 記録：詳細点検及び中間点検の結果と措置を記録・保存

５．片持ち式

５－１ 点検等の方法

（１）巡視

・巡視時に、パトロール車内から目視で、変状の有無を点検

（２）詳細点検：近接目視により行うことを基本

（３）中間点検：外観目視により行うことを基本

詳細点検では、予め特定した弱点部に対して近接目視、必要に応じて打音、触診を含む非破壊調査を検討する。近接が困難な場合には

、目視点検にカメラ等を活用してよい。

地中等への支柱埋込み部については、境界部における支柱の状態や滞水の有無、痕跡などを確認し、必要に応じて掘削調査を行うのが

よい。また、掘削調査のスクリーニングとして非破壊調査の開発が進められており、活用の可能性を有しているため、開発動向の情報も収

集し、点検が合理化できると判断される場合は採用するとよい。

（２）詳細点検

巡視は、パトロール車内から大きな変状を把握するためのものであるが、道路利用者や沿道からの通報を受けた場合やその他必要に応

じて実施するものも含む。

（１）巡視

中間点検では、附属物にできるだけ近づき、外観から弱点部等の異常の有無を確認することを基本とする。

（３）中間点検

28



3．点検要領のポイント⑤ 【片持ち式】対策要否の判定を規定

５－４ 対策の要否の判定

・片持ち式の詳細点検及び中間点検では、構造物の変状を把握したうえで、点検部位毎、

変状内容毎の対策の要否について、判定を行う。

・対策が必要と判定された変状部位に対しては、変状原因を特定し、適切な工法を選定する。

５－２ 点検の頻度

・詳細点検：10年に1回の頻度を目安として道路管理者が適切に設定
・中間点検：詳細点検を補完するため、詳細点検後5年を目安に道路管理者が適切に設定

道路照明については、灯具のランプ清掃やランプ交換が行われているので、このような維持作業に併せて点検を行うと効率的である。道

路標識や情報板についても、標識板の交換や更新、又は維持作業等に併せて点検を行うと効率的である。

５－３ 点検の体制

・片持ち式の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者がこれを行う。

点検の品質を確保するためには、道路標識、道路照明施設等の構造や部材の状態の評価に必要な知識及び技能を有していることが重要で

ある。

判定は、対策の要否、変状部材（又は部位）、変状要因に対して、経済性を考慮した適切な対策工法を選定したうえで、実施する必要が

ある。 ※変状の内容と一般的な対策方法の目安（表-解5-4-1）、変状の事例（付録2）

５－５ 記録

片持ち式の詳細点検及び中間点検の結果並びに措置の内容等を記録し、当該施設等が利用

されている期間中は、これを保存する。（別紙２ 点検表記録様式参照）

点検結果は、合理的な維持管理を実施するうえで貴重な資料となることから、適切な方法で記録し蓄積する。 29



3．点検要領のポイント⑥ 【路側式】巡視による点検を規定

○ 点検等の方法：巡視

○ 対策の検討：巡視の結果から必要に応じて補修等の検討を実施

○ 記録：変状が確認された場合に記録・保存

６．路側式

６－１ 点検等の方法

・巡視時に、パトロール車内から目視を基本として、変状の有無を点検

巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対象物に近づき、目視して支柱及び支柱基部の変状を確認する。

30
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3．点検要領のポイント⑦ 【路側式】必要に応じて対策の検討を規定

６－２ 対策の検討

６－３ 記録

基本使用年数：対象とする附属物が健全な状態を維持されるとあらかじめ期待する期間であり、更新の検討を行う目安の年数をいう

直轄国道を対象に、設置年数が確認できたものの腐食率及び撤去率を図-解6-2-1に示しており、約30年経過した単柱式の標識は、腐食

率と撤去率が増加する傾向がみられ、亜鉛メッキの耐用年数等も参考にすると、基本使用年数は30年が一つの目安になると考えられる。

路側式の点検等の結果、変状が確認された場合は、内容等を記録し、当該施設等が利用さ

れている期間中は、これを保存する。（別紙２ 点検表記録様式参照）

・路側式の点検等の結果、変状の発生している部位について、必要に応じて補修等の検討を行う。

・各道路管理者は更新の検討の目安となる基本使用年数を設定し、それを超えた時点で更新する

ことで施設の合理的な管理を目指す。

・基本使用年数は道路管理者が管内の損傷の実績等から適切に設定する。

H28.3基数調査：H23～H27点検結果のうち、設置年が判明している施設を抜粋（直轄単柱式） H28.3撤去更新調査：H25～H27年度に撤去更新された施設の経年分布（直轄単柱式）

直轄単柱式を対象とした経過年別の腐食率

※30年以上経過後、腐食率や撤去率が減少しているが、これは一定年数を経過すると、損傷したものは撤去更新されるものが多く、また不明なものが多くなるためと考えられる。

直轄単柱式を対象とした経過年別の撤去率
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3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

別紙１ 評価単位の区分

○点検における、構造上の弱点部となる部材等の単位は、別表－１のように分類し、区分した。
○これらの分類は、施設の構造形式毎に区分する必要がある。

32



3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

別紙２ 点検表記録様式

33



3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

付録１ 一般的構造と主な着目点

34



3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

付録２ 変状の事例

「小規模附属物点検要領」に従って、対策の要否の判定を行う場合の参考となるよう、典型的な変状例を示す。なお、各部材の状態の判定
は、構造形式や設置条件によっても異なるため、定量的に判断することは困難であり、実際の点検においては附属物等の条件を考慮して適
切な要否判定を行う必要がある。
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H26定期点検要領（門型） H28点検要領（片持ち式） H28点検要領（路側式）

策定年月 平成26年6月 平成29年3月 平成29年3月

事象

劣化や異常が生じた場合に道路の構造また
は交通に大きな支障を及ぼすおそれがある附
属物

落下、倒壊事象のおそれがある附属物 倒壊事象のおそれがある附属物

代表的
種類

標識

• 門型
※橋梁、トンネル、横断歩道橋
等に設置されている標識、照明
は本体点検時に実施

• Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型及び高所に設置され
た単柱式又は複柱式

• 単柱式、複柱式（片持ち式に
分類したものは除く）

照明 － • 逆Ｌ型、Ｙ型、直線型 －

点検方法
【頻度】

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下
車して対象物に近づき、目視

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対
象物に近づき、目視

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対
象物に近づき、目視

定期点検
• 近接目視【5年に1回】

詳細点検
• 近接目視【10年に1回】 －

－
中間点検
• 外観目視【5年に1回】 －

対応

• 部材単位の健全性の診断結果に基づき、
道路の効率的な維持及び修繕が図れるよう
必要な措置を講じる

• 詳細点検及び中間点検では、構造物の変状を把握
したうえで、点検部位毎、変状内容毎の対策の要否に
ついて判定

• 対策が必要と判定された変状部位に対しては、変
状原因を特定し、適切な工法を選定

• 変状の発生している部位について、必要に応じて補
修等の検討を行う

• 各道路管理者は更新の検討の目安となる基本使用
年数を設定し、それを超えた時点で更新することで施
設の合理的な管理を目指す

• 基本使用年数は道路管理者が管内の損傷の実績
等から適切に設定
【補足】３０年が一つの目安となると考えられる

記録
• 定期点検の結果及び診断並びに措置の内
容等を記録

• 詳細点検及び中間点検の結果並びに措置の内容
等を記録

• 点検の結果、変状が確認された場合、内容等を記
録

備考 －
• 道路照明は、灯具のランプ清掃や交換時に併せて
点検すると効率的である

• 沿道利用者と連携した維持管理の仕組みを構築す
るなど、より効果的な方法を検討するのがよい

4．H29小規模附属物点検要領とH26定期点検要領の比較

逆Ｌ型（照明）

歩道車道
歩道

Ｆ型（標識）

車道［道路を横断］

今回対象

中央分離帯車道歩道

単柱式（標識）
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5．附属物における損傷事例

き裂損傷 ボルトの緩み

（車両衝突） （施工不良）

異常変形

（車両衝突） 37



5．附属物における損傷事例

アルミ製標識板（当て板）が落下

→標識板を固定していたブラインドリベットが破断

破断したブラインドリベット

長辺13箇所

短
辺

5
箇
所
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5．附属物における損傷事例

埋設部鋼材の腐食

→滞水のため鋼材が腐食・減肉
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5．附属物における損傷事例

道路照明柱の転倒

⇒ 支柱の電気設備開口部から腐食・減肉が進行し、転倒

転倒照明柱

転倒した照明柱

転倒した照明柱と同タイプの状況

注：海岸線からの距離：500m
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5．附属物における損傷事例

41



5．附属物における損傷事例

トンネル照明器具の落下

→トンネル照明の裏側取付け部で腐食が進行

照明器具の背面 落下後の照明取付け部

42



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

修繕費用の将来推計について

資料(5)
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予防保全による効果

○予防保全型の修繕を行った場合、事後保全型に比べライフサイクルコスト（ＬＣＣ）が縮減。
○判定区分Ⅱで補修を行う場合、判定区分Ⅲより耐荷力がより保持されており、より安全性を確保。
○判定区分Ⅲの補修は、大規模となり、交通規制による渋滞や迂回など外部不経済が発生。

■予防保全によるＬＣＣ削減効果 〔直轄橋梁の事例（平均値）〕

予防保全型の管理

事後保全型の管理

健

全

度

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

経 過 年 数

平均１１年

平均７年

修繕単価※１

（Ａ）
修繕サイクル※２

（Ｂ）

１サイクルの
平均修繕費の比率

（Ａ／Ｂ）

予防保全 20百万円/橋 平均7年 1 （2.9百万円/年）

事後保全 77百万円/橋 平均11年 2.4 （ 7百万円/年）

※１：健全度Ⅱ、Ⅲの橋梁の補修に要する費用の平均値。
※２：供用年度が平成９年以降の橋梁を対象として、健全度Ⅱ、Ⅲと最初に診断された年数の平均値

※同じ現象が発生すると仮定

■安全・安心面からの効果

橋梁床版修繕工事の実施に伴う渋滞発生状況

判定区分Ⅱと比較して主要部材の耐荷力
が低下している可能性がある。

判定区分Ⅲ（主桁の断面欠損）

■事後保全による外部不経済
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直轄道路の将来修繕費の試算

予防保全によるライフサイクルコストの縮減効果（今後２０年の推計）

予防保全の場合
事後保全の場合

約４．２～４．９兆円／２０年 （年平均 約２，３００億円） （２０３７年 約２，１００～２，４００億円）
約４．７～５．５兆円／２０年 （年平均 約２，５００億円） （２０３７年 約２，８００～３，３００億円）

２０年間で約５，０００億円の縮減
（参考：平成２９年度 修繕当初予算 約２，２５０億円※）

※北海道、沖縄の事業分を含めた平成２９年度当初予算額

○点検結果、修繕実績等に基づき推計。
○今後の点検実施状況も踏まえ、精査が必要。
○さらに、新技術の導入等により、コスト縮減の取り組みを進める。

対象道路
： 国土交通省管理道路

対象構造物
： 橋梁、トンネル、舗装、
その他構造物（土工、附属物）

対象予算
： 修繕、点検、耐震補強

対象年
： ２０１７年～２０３７年（２０年間）
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